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夏季こどもクラブのご案内 
 
 こどもクラブは、昼間、労働等により保護者が家庭にいない小学生に、適切な遊び及び生活の場を与えて情

緒を豊かにし、集団生活をとおして社会性と自主性を培うことにより児童の健全育成を図ることを目的として

開設しております。 

 夏季休業中は、１年生から６年生までの児童を対象に申し込みを受け付けます。 

 

 

募集するこどもクラブ名及び開設場所 

こ ど も ク ラ ブ 名 電 話 番 号 対象学年 開  設  場  所 小学校区 

佐野こどもクラブ ２４－５５３２ 全学年 金屋下町１０（佐野小学校校舎内） 佐野小 

中央こどもクラブ ２２－０６３７ 

全学年 

金屋仲町２４２８－２ 

天明小 
第１天明こどもクラブ 

２１－０２０２ 大祝町２３１１（天明小学校敷地内） 第２天明こどもクラブ 

第３天明こどもクラブ 

第２犬伏東こどもクラブ 
２３－１１５１ 全学年 伊勢山町１５３４（犬伏東小学校敷地内） 犬伏東小 

第３犬伏東こどもクラブ 

吾妻こどもクラブ ２４－９９８０ 全学年 村上町３０（旧吾妻中学校校舎内） 吾妻小 

赤見こどもクラブ ２５－３０１１ 全学年 赤見町３０８２（赤見地区公民館内） 赤見小 

石塚こどもクラブ 25－２４５２ 
全学年 

石塚町861 （西児童館内） 
石塚小 

第２石塚こどもクラブ ２５－１３３０ 石塚町１４０８－２（石塚小学校校舎内） 

出流原こどもクラブ ２５－００７５ 全学年 出流原町１０３８－１（出流原小学校校舎内） 出流原小 

田沼こどもクラブ ６２－０８７８ 

全学年 

栃本町２３８４－１２（田沼児童館内） 

田沼小 第２田沼こどもクラブ 
62－５５５４ 田沼町６１８－１（田沼小学校敷地内） 

第３田沼こどもクラブ 

栃本こどもクラブ ６２－００７８ 全学年 栃本町１０３７（栃本小学校敷地内） 栃本小 

多田こどもクラブ ６２－２６３３ 全学年 多田町９９８  (多田小学校校舎内) 多田小 

第1葛生こどもクラブ 
８５－２１７０ 全学年 葛生西３－４－１（葛生義務教育学校敷地内） 葛生小 

第2葛生こどもクラブ 

 

・夏季休業中の入所に限り、普段通っている小学校区以外のこどもクラブにも申し込むことが

できます。 

                                  -- 裏面に続く -- 

 



△市HPはこちら 

 

☆開設期間    小学校の夏休み期間中：７月２１日（火）～８月３１日（月） 
                                 

☆保育時間   午前８時～午後６時 

 

☆休 所 日 日曜日、祝日、８月１3日（木）～１６日（日） 

 

☆費  用    おやつ代・教材費   ４，０００円  

         保育料        ３，０００円  入所するこどもクラブへ納入 

傷害保険料         ８００円  
 

・保育料が免除になる場合があります。詳細についてはこども政策課までお問い合わせ下さい。 

 

☆入所できる児童 

・児童の保護者が労働等で昼間家にいない家庭の児童で、現在、こどもクラブの利用者では

なく、集団生活を営むことができる児童 

 

・保護者が午前８時～午後６時までの保育時間に、送迎が可能な児童 
 

☆入所申込書・就労証明書等の交付場所 

 こども政策課（市役所2階）、田沼・葛生行政センターで配付するほか、 

市HPからもダウンロードが可能です。 

就労証明書は同居の家族（父・母・おじ・おば等）及び同一敷地内にお住ま

いの方（祖父母等）の人数分が必要となりますので、お申し出ください。 

 

☆提出書類 □夏季こどもクラブ入所申込書 

 

       □就労証明書 ７月８月の見込み就労の記入をお願いします 

               

       □申出書 通院等で就労証明書の提出が困難な場合 

        

       ◎提出書類がすべて揃ってからの受付となります。 

 

 

☆受付期間  令和８年６月１日（月） ～ ６月12日（金）（土曜・日曜を除く） 

        午前8時３０分～午後5時１５分  
 

☆受付場所  市役所２階 こども政策課こども政策係  

 

☆その他 

※入所児童数の状況により、ご希望にそえない場合や入所できない場合もありますの

でご了承ください。 

※こどもクラブ利用時に部活動に参加する場合は、必ず部活動関係者の方（コーチや

他の保護者）に送迎してもらうようお願いします。（クラブでは送迎を行いませ

ん） 

 

 

 

こどもクラブ入所に関する問い合わせ先 

こども政策課こども政策係 電話２０－３０２３ 

 

 

仕事や疾病等により保護者（父母・祖父母等）が家にいない、もしくは面倒をみられない場合で、その状態

が１週間に４日以上かつ、就労の場合は１日４時間以上(休憩時間除く)勤務していることが必要。 


